
一般財団法人運輸総合研究所常勤役員選任の経過及びその理由 

 

１ 選任の方針 

⑴ 常勤役員候補者選定委員会 

一般財団法人運輸総合研究所は、常勤役員の選任にあたり透明性を確保する観点か

ら、公務員ＯＢを除く委員構成による常勤役員候補者選定委員会を開催し、常勤役員

としての理事候補者を選定している。 

 

⑵ 選考条件 

一般財団法人運輸総合研究所の使命は、交通運輸及び観光に関する総合的な研究及

び調査を実施し、交通運輸全般及び観光にわたる政策の評価及び提言を行い、これに

より交通運輸及び観光に関する政策の策定に資するとともに、国民生活の質的向上、

魅力ある地域社会の創出、産業経済の発展及び国際的な共生の推進に貢献することを

目的としていることから、常勤役員には然るべき資質を求めることになる。 

 

２ 個々の常勤役員の選任の経過及びその理由 

 ⑴ 理事長 佐藤 善信（重任） 

  ① 選任の経過 

    令和２年６月５日 常勤役員候補者選定委員会で常勤役員候補者に選定 

    令和２年６月22日 評議員会で理事に選任 

    令和２年６月22日 理事会で理事長に選定 

  ② 選任の理由 

当法人の理事長は、組織運営、人事管理、予算管理等に関し、高度な判断能力・

調整能力・組織統率能力を必要とされる。 

当該者は、陸・海・空の運輸全般、観光及び海上保安並びに予算等の幅広い分野

で豊富な行政経験を有するとともに、学術研究分野においても責任ある立場を務め

てきていることから、当法人の理事長に求められる資質を十分に有する者である。 

 

 ⑵ 所 長 山内 弘隆（重任） 

  ① 選任の経過 

    令和２年６月５日 常勤役員候補者選定委員会で常勤役員候補者に選定 

    令和２年６月22日 評議員会で理事に選任 

    令和２年６月22日 理事会で所長に選定 

  ② 選任の理由 

当法人の所長は、組織運営、人事管理、予算管理等に関し、特に学術的見地から

高度な判断能力・調整能力・組織統率能力を必要とされる。 

当該者は、陸・海・空の運輸交通及び観光の分野について大学・学会での幅広い

知識、経験を有しており、また、大学において学部長として業務運営を行ってきた

という実績を持っていることから、当法人の所長に求められる資質を十分に有する

者である。 

  



 ⑶ 専務理事 奥田 哲也（重任） 

  ① 選任の経過 

    令和２年６月５日 常勤役員候補者選定委員会で常勤役員候補者に選定 

    令和２年６月22日 評議員会で理事に選任 

    令和２年６月22日 理事会で専務理事に選定 

  ② 選任の理由 

当法人の専務理事は、特に国際関係業務に係る組織運営、人事管理、予算管理等

に関し、高度な判断能力・調整能力・組織統率能力を必要とされる。 

当該者は、陸、海、空及び観光並びに人事等の幅広い領域で豊富な行政経験を有

するとともに、豊富な国際経験、知識を有していることから、当法人の専務理事に

求められる資質を十分に有する者である。 

 


